
等 の の の 等

この特例等には、 特別 の の ら の の までの 定による
（「 」といいます。）と 特別 の ら の の までの 定による

（「 」といいます。）の つの あり、その は、 の のと りです。
な 、特例 については、 年 ら 年 までの 年 の とされ

ています。

の

特例

事 の計画 定等
年 内の特例 計画の 出

年 ら 年 まで

適用期
年 内の贈与・相 等

年 ら 年 まで
なし

対 株 （注 ）

合 贈与 、相 等

の株 ら の 者 の株 ら の 者

用 保 （注 ） 年

の 用

事業の

な事 生

た場合の 除

譲 対価の額等に き 計 した 額

を 付し、 の 額との差額を 除

なし

（ 額を 付）

相

の適用

上の贈与者 ら 上の者への贈与

（ 特別 の の 等）

上の贈与者 ら 上の 定相 ・ への贈与

（相 の ・ 特別 の の ）

（注） 権に のない株式等に ります。

用 保 を たさな った場合には、 小 業に ける 営の の に関する （

「 」といいます。） に き、 を たさな った 等を記載した 告書を

事に 出し、その を受ける あります。

な 、この 告書及び 書の しは、 期 に 定の 期 とに 出する 出書の添付書

とされて り、これらの書 の 出 な った場合には、 の に係る期 定することになりま

すので、 注 ください。

  

株式（注 ） 株式 の の まで（注 ）

R

R
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等 の の の 等

この特例等には、 特別 の の ら の の までの 定による
（「 」といいます。）と 特別 の ら の の までの 定による

（「 」といいます。）の つの あり、その は、 の のと りです。
な 、特例 については、 年 ら 年 までの 年 の とされ

ています。

の

特例

事 の計画 定等
年 内の特例 計画の 出

年 ら 年 まで

適用期
年 内の贈与・相 等

年 ら 年 まで
なし

対 株 （注 ）

合 贈与 、相 等

の株 ら の 者 の株 ら の 者

用 保 （注 ） 年

の 用

事業の

な事 生

た場合の 除

譲 対価の額等に き 計 した 額

を 付し、 の 額との差額を 除

なし

（ 額を 付）

相

の適用

上の贈与者 ら 上の者への贈与

（ 特別 の の 等）

上の贈与者 ら 上の 定相 ・ への贈与

（相 の ・ 特別 の の ）

（注） 権に のない株式等に ります。

用 保 を たさな った場合には、 小 業に ける 営の の に関する （

「 」といいます。） に き、 を たさな った 等を記載した 告書を

事に 出し、その を受ける あります。

な 、この 告書及び 書の しは、 期 に 定の 期 とに 出する 出書の添付書

とされて り、これらの書 の 出 な った場合には、 の に係る期 定することになりま

すので、 注 ください。

  

株式（注 ） 株式 の の まで（注 ）

R

R

小 業に ける 営の の に関する （ 「 」といいます。）の

定（注 ）を 事 ら受ける 上場 社の 者である受贈者（ 「特例 営 受贈

者」といいます。） 、贈与者 ら 上場 社の株式又は出資（ 「 上場株式等」といいま

す。）を贈与により取得（ 3 年 ら 年12 31 までの の のこの

の適用に係る贈与による取得（注 ）及び その取得の ら特例 営贈与 期 （注 ）の ま

での に贈与 の 告期 する贈与による取得に ります。）をし、その 社を 営して

いく場合には、特例 営 受贈者 付す き贈与 のう 、 定の 額の され、

贈与者 した場合等（注 ）には、その 又は 除されます。

　ただし、 除されるまでに、特例 の適用を受けた 上場株式等を の

、 の た の の 、 の 利

し 。

　な 、この の適用を受けるた には、 の の 類 し

するとともに される 額及び利 の額に 合う （この の適用を受ける 上場株

式等でなくても差し支えありません。） する あります。

　この の適用 など、 しくは、 に 載

されている 記の資料を ください。

等 の の の の の   

等の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年 1

までにその を 事に対して う あります。また、 の 定を受けるに当たっ

ては、 3 年 ら 年 31 までに 1 号に 定する特例 計画

を 事に 出し、 1 号に 当することについての の

事の を受ける あります。

　　　　 の 定、特例 計画の 出・ のた の具 的な や手 については、 社の たる

事 する の 当 に ください。 当 については、 「 上場株式

等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで くだ

さい。

　特例 営 受贈者 、その 社の 上場株式等について、 に 上場株式等についての相

の 及び 除の特例 の適用を受けている場合には、その適用に係る相 又は 贈（ 「相

等」といいます。）による取得となります。この相 の特例については「相 の 告のし た」を

参 してください（ です。）。

　「特例 営贈与 期 」とは、この の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の

出期 の ら に る のい れ い 又はこの の適用を受ける特例 営 受贈者 し

くは特例 営 受贈者に係る贈与者の の の のい れ い までの期 をいいます。

　特例 営 受贈者の のこの の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出

期 の 年を する

　特例 営 受贈者の の「 上場株式等についての相 の 及び 除の特例」の適用

に係る相 に係る相 の 告書の 出期 の 年を する

　贈与者 した場合、この の適用を受けた 上場株式等は、その贈与者 ら相 等により取得

したものとみなされて相 の の対 となります。な 、その 、 定の を たす場合には、そ

の相 についても の の特例 （ 特別 の の ）の適用 受けられます。

しくは、「相 の 告のし た」を ください。

の 要

 　あらまし
　 ・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし

・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）に係る 等に関する の

　 ・ 事業 の適用を受けられている方に 出書の 出について
・年 告書・ 出書の「 告 」について 告期 されている場合は 告 も されま
す

　 ・ 上場株式等についての相 ・贈与 の （ 保の 供に関する ）
 　

・（ 年 用）「 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例」（特例 ）の適用 及び
出書

 　贈与 の 告のし た
　 ・ 告書の作 例等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例を適用し 年 を する場合）
　 ・特例のあらまし等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例等）
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　 の 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例 の適用を受ける特例 営 受
贈者（贈与を受けた年の に いて2 上の に ります。）については、その贈与を受け
た に いて贈与者（ に いて 上の に ります。）の「 （ や など）である
定相 」又は「 」 の であっても、相 の適用を受けること できます。

　な 、相 の適用を受ける場合の手 については を参 してください。

等 の の の の 用 の

用 の

　 の 定（注 ）を 事 ら受ける 上場 社の 者である受贈者（
「 営 受贈者」といいます。） 、贈与者 ら当 上場 社の 上場株式等を贈与によ
り取得（ 営贈与 期 （注 ）の までに贈与 の 告書の 出期 する贈与に
ります。）をし、その 社を 営していく場合には、 営 受贈者 付す き贈与 のう

、 定の 額の され、贈与者 した場合等には、その 又は 除さ
れます。
　ただし、 除されるまでに、 の適用を受けた 上場株式等を の

、 の た の の 、 の 利
し 。

　この の適用 など、 しくは、 に 載さ
れている 記の資料を ください。

等 の の の

等の の

（注） 　 事の「 の 定」を受けるた には、原 として、贈与を受けた年の 年 1 までに

その を う あります。この 定を受けるた の具 的な や手 については、 社の たる事

する の 当 に ください。 当 については、 「 上場株式等につ

いての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし」などで ください。

　「 営贈与 期 」とは、この の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

ら に る のい れ い 又はこの の適用を受ける 営 受贈者 しくは 営 受贈

者に係る贈与者の の の のい れ い までの期 をいいます。

　 営 受贈者の のこの の適用に係る贈与の の する年 の贈与 の 告書の 出期 の

年を する

　 営 受贈者の の「 上場株式等についての相 の 及び 除」の適用に係る相 に係

る相 の 告書の 出期 の 年を する

の 要

　 　あらまし
　 ・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）のあらまし

・ 上場株式等についての贈与 ・相 の ・ 除（ 事業 ）に係る 等に関する
の

　 ・ 事業 の適用を受けられている方に 出書の 出について
・年 告書・ 出書の「 告 」について 告期 されている場合は 告 も され
ます

　 ・ 上場株式等についての相 ・贈与 の （ 保の 供に関する ）
　 　

・（ 年 用）「 上場株式等についての贈与 の 及び 除」（ ）の適用 及び 出書

　 　贈与 の 告のし た
　 ・特例のあらまし等（ 上場株式等についての贈与 の 及び 除の特例等）
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